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改正・改定等の履歴 

年 月 日 内  容 改 正 点 等 

平成２４年５月２４日 
「山元町除染実施計画（第１版）」

の策定 
 

平成２５年３月２９日 
「山元町除染実施計画」の改訂（第

２版） 

６．除染等の措置等の実施者及び

当該実施者が除染等の措置等を実

施する区域および８．土壌等の除

染等の措置の着手予定時期及び完

了予定時期の変更 

平成２６年６月１９日 
「山元町除染実施計画」の改訂（第

３版） 

６．除染等の措置等の実施者及び

当該実施者が除染等の措置等を実

施する区域 他時点修正 

   

   

   

   

 

※  本除染実施計画は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の

事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に関連して今後示され

る環境省令に合わせた見直しや新技術の導入による見直しなど適宜改正を行って参ります。 
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１．除染等の措置等の実施に関する方針  

東京電力福島第一原子力発電所事故（以下「福島第一原子力発電所事故」という。）に

より、これまでの安全・安心を誇っていた我が国の原子力発電の技術と実績の神話はもろ

くもくずれ去ったともいえる状況にあります。福島第一原子力発電所の事故に起因し発生

した放射性物質により、福島第一原子力発電所から約６０キロメートル離れた本町におい

ても、健康に影響を与えるとされる高い空間線量率ではないものの、乳幼児、小・中学校

の児童生徒、保護者及び妊婦の方をはじめ、多くの住民は目に見えない放射線の影響に不

安を抱いているとともに、農産物など日常の食材、児童生徒などの給食材料にも疑念が広

がるなど、福島第一原子力発電所事故の完全収束を心から願いながら、不安な生活を送っ

ている状況にあります。 

町では一日も早く住民のみなさんの不安を解消するため、「平成二十三年三月十一日に

発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に

よる環境の汚染への対処に関する特別措置法」（以下「特措法」という。）の基本方針に

示された追加被ばく線量年間１ミリシーベルト以下を目標に掲げ、平成２４年４月から２

年間を重点期間に位置付け、子どもに関連する施設や多くの方々が集まる公共施設を優先

に除染を実施して参ります。 

しかし、子どもたちから高齢者まで安心して暮らせる故郷を再び取り戻すためには、長

い時間を要しますことから、地域住民皆様のご理解とご協力が不可欠となって参ります。 

本除染実施計画は、国、県、及び各専門機関の指導と助言を受けながら、行政と住民の

皆さんが協働で、除染活動に取り組む共通の指針として策定するものであり、今後、特措

法及び除染関係ガイドラインの改正や、新たな除染手法の導入など、状況の変化に応じて

適宜改訂して参ります。 



２ 

 

２．山元町内の放射線量と測定手法  

（１）放射線量と経過 

福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質は、本町においては、特に、

平成２３年３月１５日夜半の雨によって地表に落下し、土壌等を広く汚染したとみられ

ます。 

本町では、平成２３年１０月２５日から測定地点を２２個所に増やし、その時点での

空間線量率は、毎時０．２０マイクロシーベルトであったものが平成２４年３月３０日

時点では、毎時０．１６マイクロシーベルトに低減するなど徐々にではありますが減少

する傾向にあります。 

 

（２）放射線量の分布 

放射線源である放射性セシウムは、雨水により洗い流され沈殿することにより集まり

ます。このため、コンクリートやアスファルトの道路・広場は、放射線量が低くなりま

したが、道路の側溝や集水桝、住家や施設の雨樋、雨が滴るコンクリート、水が集まる

庭の低地などに、局部的に放射線量が高いスポットが存在していると見込まれます。ま

た、芝、草地、畑、山林などは放射性セシウムが沈着しやすい性質であり、町内の各地

域において毎時０．２３マイクロシーベルト以上の空間線量率が計測されていますが、

主に福島県境の地域や丸森町付近の丘陵地帯の草地、畑などで毎時０．２３マイクロシ

ーベルト以上の空間線量率が計測されている状況にあります。 
 

（３）除染の必要性 

国の原子力災害対策本部が平成２３年８月２６日発表した「除染に関する緊急実施基

本方針」では、放射性物質の物理的減衰及び風雨などの自然要因による減衰（ウェザリ

ング効果）によって、２年を経過した時点の推定年間被ばく線量は、約４０％減少する

という試算を示しています。 

私たちは、放射線による健康への影響について不安を抱いていることは確かであり、

この不安を一刻も早く解消するためには、除染により放射性物質を取り除く必要があり

ます。 

 

（４）測定手法 

1 町内全域を５００ｍメッシュに区切り、地表面が土の場所とし樹木の下や側溝などの

局所的な場所を避け、メッシュ内の平均的な空間線量率が測定できる場所で測定。 

2 学校や公園等の子どもの生活環境については、それぞれの施設単位で測定。 

3 一施設における測定地点は５点を測定。 

4 全ての測定結果をもとに、その施設の平均値を算出。 
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３．除染の方針  

（１）基本方針 

山元町は、福島第一原子力発電所事故に伴う放射能漏れによる住民の方の不安解消に

あたっては、除染を対策の軸に据えることとし、毎時０．２３マイクロシーベルト以上

の空間線量率が計測されている区域を除染対象とし、町が主体となって、除染に全力で

取り組みます。 

しかし、行政だけでは早急に除染するのは難しいことから、住民等の協働等により一

日も早い放射線量の低減化を図って参ります。 
 

（２）計画期間 

計画期間は、平成２４年４月から５年とし、重点期間を平成２４年４月から２年とし

ます。 

 

（３）目 標 

１）長期的な目標として追加被ばく線量年間１ミリシーベルト以下となることを目指しま

す。 

２）子どもが安心して生活できる環境を取り戻すことが重要であり、学校、公園など子ど

もの生活環境を優先的に除染します。 

３）除染の効果等を見極めながら、除染手法等を検証しつつ目標達成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

① 年間被ばく量１ｍ㏜を１時間当たりに換算すると０.１９μ㏜と考えられます。 

毎時０.１９μ㏜×（８時間＋０.４×１６時間）×３６５日＝年間１ｍ㏜ 

【１日のうち屋外に８時間、屋内（遮へい効果(０.４倍)のある木造家屋）に１６時間滞在する

という生活パターンを仮定】 

② 通常のガンマ線サーベイメーターでは、事故による追加被ばく線量に加え、自然界からの放射線の

うち、大地からの放射線分のみが測定されるため、宇宙からの放射線は測定されていない、このこ

とから、それぞれ放射線量は、大地からの放射線０.０４μ㏜を加えて 

１ｍ㏜／年は、 ０.１９×１＋０.０４ ＝ 毎時０.２３μ㏜ 

     ５ｍ㏜／年は、 ０.１９×５＋０.０４ ＝ 毎時０.９９μ㏜ 
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４．除染実施優先度の考え方  

除染作業のスケジュールを策定するにあたって、以下の２つの視点から安全・安心感の

確保や緊急性を考慮し、作業の優先度を設定します。ただし、優先度は固定的なものでは

なく、地域の状況や除染手法の開発に合わせて、柔軟に対応するものとします。 

なお、これは町が実施する除染作業の優先度であり、「線量低減化地域活動支援事業」を

活用し、住民の方々が除染を実施する場合は、これにこだわらず町は支援を行います。 
 

（１）町内の空間線量率別 

町が実施する除染作業は、これまでの測定により判明した空間線量率の高い地域から

重点的に進めることとします。 

なお、この重点除染地域は、除染の進捗により空間線量率の再測定を実施し、見直し

を行います。 

（２）地域内の土地用途別 

除染等の対象には、保育所、幼稚園、小中学校、住宅、道路、河川、農用地、森林等

が含まれますが、これらは広範囲にわたるため、まず、住民の健康保護の観点から必要

である地域について優先的に除染を行う必要があります。具体的には、子どもを中心に

住民が長時間滞在する空間で、早急な除染が必要な空間を優先します。また、地域のイ

ベントで利用する広場や施設などは、コミュニティの維持やリフレッシュに欠かすこと

のできない空間です。このような場所は、優先的に除染を進める対象とします。 

このようなことから、空間線量率が高い地域の山林より、空間線量率が低い地域の道

路や居住空間を優先することとします。 



５ 

 

５．除染実施計画の対象となる区域・施設  

文部科学省が実施した航空機モニタリングの結果及び町内の空間線量率の調査結果に基づ

き、地域内の測定結果が毎時０．２３マイクロシーベルト以上である地域を除染実施区域と

します。 

（対象区域） 

 

 

 

 

地 区 名 
空間線量率の範囲 

（μSv/h） 

平均空間線量率 

（μSv/h） 

除染実施計画の

対象となる区域 

１ 八手庭地区 ０．１７～０．２５ ０．２１  

２ 横山地区 ０．１７～０．２１ ０．１９  

３ 大平地区 ０．１６～０．２３ ０．２０  

４ 小平地区 ０．１８～０．２２ ０．２０  

５ 鷲足地区 ０．１６～０．２６ ０．２２  

６ 山寺地区 ０．１０～０．２７ ０．２１  

７ 山下地区 ０．１６～０．２３ ０．２０  

８ 浅生原地区 ０．１０～０．３５ ０．２４ ○ 

９ 高瀬地区 ０．１４～０．３６ ０．２５ ○ 

１０ 合戦原地区 ０．１５～０．３１ ０．２５ ○ 

１２ 真庭地区 ０．１５～０．３８ ０．２４ ○ 

１３ 久保間地区 ０．２０～０．３４ ０．２９ ○ 

１４ 中山地区 ０．２０～０．３８ ０．２９ ○ 

１５ 下郷地区 ０．１８～０．３４ ０．２６ ○ 

１６ 町地区 ０．１０～０．２５ ０．１６  

１７ 上平地区 ０．１８～０．３７ ０．２９ ○ 

１８ 磯地区 ０．１４～０．２９ ０．１９  

１９ 中浜地区 ０．０９～０．３１ ０．１７  

２０ 新浜地区 ０．１０～０．３７ ０．１８  

２１ 笠野地区 ０．０６～０．２０ ０．１３  

２２ 花釜地区 ０．０４～０．２２ ０．１３  

２３ 牛橋地区 ０．０７～０．２７ ０．１５  



６ 

 

（対象施設） 

 

 

【放射線量率測定機器】 

１）測定機器：日立アロカＴＣＳ－１７２Ｂ エネルギー補償形γ線用シンチレーションサーベメータ 

   ※環境省除染関係ガイドライン推奨：原則としてエネルギー補償形でγ線の空間線量率を測定できるもの。 

【測定方法等】環境省除染関係ガイドラインに基づく。 

 １）町内全域を５００ｍメッシュに区分し、測定条件としてアスファルト等の場所を避け表面が土の場所で測

定。 

 ２）居住空間から離れている山間地帯や現場の状況により測定不可能なメッシュは測定しない。 

 ３）測定高は、原則１ｍで測定、幼児の生活空間や保育所、小学校等については５０ｃｍで測定。 

 ４）測定は平成２４年３月２日から８日まで実施。 

 

●除染実施区域内において、測定結果が毎時０．２３マイクロシーベルト未満（除染関係ガ

イドラインに基づき、測定高は原則として地表から１ｍ、小学校・児童遊園等は５０ｃｍ

で測定。）であった場合は、長期的な目標が達成したと認められます。しかし、この場合

であっても側溝や雨樋下等の局所的な地点の空間線量率が毎時０．２３マイクロシーベル

トを上回っていればスポット地点の除染が有効です。 

今後もモニタリング調査を継続し、その結果に基づき除染作業の必要性を最終的に判断

し、除染の必要な地域として、計画の追加更新を行います。 

 

 

●別添資料１ 文部科学省の航空機モニタリング結果（H.２３.９.２８換算数値、環境省作成） 

●別添資料２ 山元町除染実施計画の対象となる区域・施設図（５００ｍメッシュ図） 

施 設 名 
空間線量率の範囲 

（μSv/h） 

平均空間線量率 

（μSv/h） 

除染実施計画の

対象となる施設 

１ 鷲足児童遊園 ０．２７～０．３３ ０．３０ ○ 

２ 山下中学校 ０．１４～０．３４ ０．２６ ○ 

３ 深山山麓少年の森 ０．１８～０．２９ ０．２３ ○ 

４ 作田山児童遊園 ０．２１～０．３２ ０．２７ ○ 

５ 山下児童遊園 ０．２５～０．３５ ０．３０ ○ 

６ 坂元中学校 ０．２１～０．４１ ０．３０ ○ 
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６．除染等の措置等の実施者及び当該実施者が除染等の措置等を実施する区域 
 

除染は、５．に示す除染実施計画の対象となる区域・施設の以下の除染対象ごとに、以下の

実施者が行うものとします。 

 

※１ 私立幼稚園は、施設管理者と除染手法等の協議を行い町が除染を実施しますが、敷地内のホ

ットスポットの草刈り等簡易的な除染で長期的に線量の低減が見込める場合は、施設管理者等

のご協力をお願いいたします。 

県立の特別支援学校は、県が除染を実施します。 

※２ 「公共施設、その他同等の施設」の具体的に除染する個所については、今後、国、県及び独

立行政法人と協議し定めることとします。 

※３ 「道路（側溝等）」のうち、通学路については、国道は国が除染を実施し、県道は町が除染

を実施します。 

※４ 町が主体となり、所有者・居住者等の協力により除染を実施することとします。また、地区

単位やコミュニティーによる除染活動については、町は「線量低減化地域活動支援事業」によ

り支援をします。 

※５ 実施について、国、県と協議し進めることとし、個人所有の農地、森林等の除染については、

所有者の協力を得ながら進めていきます。 

 

放射性物質そのものを消してしまう方法はありません。除染は、「放射性物質を取り

除き、再び飛散しないように封じ込めること」が基本です。 

現在、さまざまな除染方法が専門家や業者などから提案されていますが、基本は同じ

です。 

（１）除染手法の検討 

原則、文部科学省が実施した航空機モニタリング及び町が全域を測定調査したデータ

を基に毎時０．２３マイクロシーベルト以上の区域を除染実施区域としますが、土地利

除染対象 実施者 

小中学校、保育所、私立幼稚園、特別支援学
校 町（管理者）、県 ※１ 

公園及び児童遊園 町 

公共施設、その他同等の施設（不特定多数者
が利用する施設） 町、国、県、独立行政法人 ※２ 

道路（側溝等） 町、国、県 ※３ 

民有地（住宅、集合住宅、商業施設、工場、
その他） 町（所有者）※４ 

農地、森林、河川等 町（所有者）、国、県 ※５ 
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用の状況は様々であるため、除染を行う場合には、除染の手法は画一的に定めることな

く、国・県の支援と専門家の指導を受け、連携して場所と対象に合った最適な除染方法

を柔軟に採用していきます。 

（２）除染マニュアルの作成 

住民の方々の理解と協力が得られ、住民が自ら安全・確実に除染に協力頂けるよう、

除染の手法について、国・県・専門家の指導を受けながら、本町の汚染状況や施設等

にあった国の除染関係ガイドラインに沿った「山元町除染実施マニュアル」を作成し

ます。 

（３）作業の安全の確保 

専門家の見解によれば、本町において除染が必要な地域及び場所の空間線量率から

は、健康に影響を及ぼす被ばくはしないとされています。しかし、町内の放射性物質

の状況はホットスポットを含めさまざまであることから、除染にあたっては、事前の

放射線量測定、作業時の服装、除去土壌からの放射線を避ける対策などにより、安全

に十分注意を払いながら実施することが大切です。 

 

７．除染等の措置等の実施者が除染等の措置等を実施する区域内の土地利用上

の区分等に応じて講ずべき土壌等の除染等の措置 

 除染実施区域内で除染を行う際には、除染関係ガイドライン及びこれを踏まえて策定され

た環境省が定める放射線量低減対策特別緊急事業費補助金交付要綱の内容に則って除染を行

います。 

除染対象と主な除染措置の内容は下表のとおりです。 

除染対象 内    容 

 

 

生 

 

 

活 

 

 

小中学校・保

育所・私立幼

稚園・特別支

援学校、公園

及び児童遊

園 

建物の洗浄 ・屋上等の清掃、拭取り、ブラシ洗浄、高圧洗浄 

・雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等 

アスファルト 

等の除染 

・ブラシ洗浄、高圧洗浄 

・側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

表土除去及び 

客土 ※ 

・庭等における表土等の除去 

・客土、圧密による原状回復 

表土除去及び 

現場保管 ※ 

・庭等における表土等の上下層の土の入替え、除去等 

・現場保管の際の残土による原状回復 

土地表面の被覆※ ・汚染されていない土等による被覆 

草木除去  ・枝葉の剪定、低木等の高圧洗浄 

・落葉の除去、除草 
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圏 上記以外の

公共施設、商

業施設、工

場、集合住宅

等 

建屋の洗浄 

 

・屋上、壁面の清掃、拭取り 

・雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等 

アスファルト等

の除染 
・側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

  草木除去 ・枝葉の剪定・落葉の除去、除草 

 

 

生 

 

 

活 

 

 

圏 

戸建て住宅 

 

家屋の除染 ・壁面等の清掃、拭取り 

・雨樋等の清掃、洗浄、汚泥の除去等 

コンクリート 

等の除染 
・側溝等の清掃、洗浄、汚泥の除去 

草木除去  

 

・枝葉の剪定 

・落葉の除去、除草 

道路  路面洗浄等 

 

・散水車及び清掃車によるブラッシング 

・手作業によるブラシ洗浄 

・歩道洗浄、除草 

側溝の清掃  

 

・泥等の掻き出し、除草 

・ブラシ洗浄 

法面の除草  ・除草 

生活圏隣接 

の森林 

枝打ち・落葉除 

去等 

・枝葉の剪定、枝打ち 

・落葉の除去、除草 

 

 

 

農 

 

 

地 

農地（以下に

掲げるもの

を除く） 

 

反転耕・深耕  

 

・深耕プラウ等による鋤込み 

・土面の踏圧、砕土、均平化 

農地への措置 ・肥料、有機質資材、土壌改良資材等の散布 

除草等 

 

・畦畔・農道の除草 

・水路の清掃、汚泥の除去 

農地（永年性 

作物が栽培

されている

農地に限る） 

 

樹皮の洗浄及 

び剪定・剪枝 

 

・樹皮の洗浄 

・枝葉の剪定、摘採後の深刈り、中刈り、台刈り、古

い枝葉の除去 

除草等  

 

・除草 

・水路の清掃、汚泥の除去 

牧草地 反転耕・深耕 

 

・深耕プラウ等による鋤込み 

・土面の踏圧、砕土、均平化 

牧草地への措 

置 

・肥料、有機質資材、土壌改良資材等の散布、除去し

た永年性牧草の播種 

除草等  

 

・畦畔・農道の除草 

・水路の清掃、汚泥の除去 

森林（上記以外の森林）・河川 ・今後示される国等の除染指針による 
※「表土除去及び客土」、「表土除去及び現場保管」、「土地表面の被覆」については、原
則としていずれか一つを選択します。 
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８．土壌等の除染等の措置の着手予定時期及び完了予定時期 

町では、長期的に追加被ばく線量が年間 1ミリシーベルト以下になるように除染をして

まいりますが、当面、平成２６年３月末までを第 1期として、下記のスケジュールで除染

に取り組みます。個々の施設の除染は、詳細な実施計画を作成し、作業期間を決めた上で

除染を行います。 

 

※２年間を重点期間とし、除染効果、自然減衰等を見極め進めて行きます。 

 

９．除去土壌及び除染に伴い発生した廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関

する事項 

除染に伴って発生する土壌等（土壌、草木、ごみ等：以下「除去土壌等」という。）に

ついて、実際に運び出しができるようになるまでには、かなりの時間を要すると考えら

れますので、当面は、町において仮置場を適切に設置し安全に管理することとします。 

仮置場の設置 

仮置場は、除染関係ガイドラインに基づき適切な施設の設置、安全管理を行うととも

に、定期的にモニタリングを実施することにより保管状況を監視していきます。 

※仮置場の選定には多くの課題があるため、住民の方々への説明、ご理解が不可欠です。 

このため、除去土壌等は施設敷地内や個人宅で人の近付かない場所に一時保管していた

だくようお願いいたします。 

除染対象 
重点期間 

（平成 24、25年度） 

平成 26年度 

以降 

小中学校、保育所、私立幼稚園、特

別支援学校 

   

公園及び児童遊園 
   

公共施設、その他同等の施設（不特

定多数者が利用する施設） 

  
 

民有地（住宅、集合住宅、商業施設、

工場、その他） 

  
 

道路（側溝等） 
 

 

 
 

農地、森林、河川等 関係機関等との協議の上方針を決定します。 
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１０．その他の事項 

 

（１）特措法における基本的な考え方を踏まえ、できる限り早急な除染を実施していく過程

で、除染の進捗状況や除染方法の技術開発、国や県の方針等により、適宜、計画期間

の見直しを行って行きます。 

 

（２）除染実施計画は、策定、計画内容、計画期間の見直しに伴い、その都度、公表してい

きます。 

 

（３）子どもの生活環境に関連する公共施設等については、除染後も定期的に空間線量率を

測定します。 

 

（４）空間線量率の測定結果、及び、除染の実施状況や除染による効果については、広報誌

やホームページ等で随時公表します。 

 


